
 議 案  第 ５ 号

令 和 ７ 年 度

大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算書

（ 第 ２ 号 ）





令和７年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第２号）

令和７年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

６０，７２３千円とする。

予算補正」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 ８ 年 ３ 月 ２ 日　提出

大 津 町 長　　金 田　英 樹

－ 1 －

第１条    既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，０９１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２    歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出




















